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平成２８年第３回竜王町議会定例会（第１号） 

                            平成２８年９月２日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第４４号 竜王町障害者総合支援条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第４５号 平成２８年度竜王町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ５ 議第４６号 平成２８年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議第４７号 平成２８年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ７ 議第４８号 平成２７年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ８ 議第４９号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第 ９ 議第５０号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第１０ 議第５１号 平成２７年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第１１ 議第５２号 平成２７年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１２ 議第５３号 平成２７年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

日程第１３ 議第５４号 平成２７年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

日程第１４ 議第５５号 平成２７年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第１５ 議第５６号 滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更につき議決を求 

            めることについて 

日程第１６ 議第５７号 竜王町教育委員会委員の任命について 

日程第１７ 議第５８号 竜王町公平委員会委員の選任について 

日程第１８ 議第５９号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１９ 議第６０号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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日程第２０ 報第 １号 平成２７年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書につい 

            て 

日程第２１ 報第 ２号 平成２７年度竜王町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計 

            算書について 

日程第２２ 報第 ３号 平成２７年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ４号 平成２７年度竜王町資金不足比率について 

日程第２４ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２５ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２６ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２７ 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

日程第２８ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 貴 多 正 幸   ２番 小 西 久 次 

 ３番 若 井 猛 志   ４番 森 島 芳 男 

 ５番 森 山 敏 夫   ６番 内 山 英 作 

 ７番 松 浦   博   ８番 古 株 克 彦 

 ９番 菱 田 三 男  １０番 山 田 義 明 

１１番 岡 山 富 男  １２番 小 森 重 剛 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

 １番 貴 多 正 幸   ２番 小 西 久 次 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  代 表 監 査 委 員 吉田 定男 

監 査 委 員 松浦  博  教 育 長 岡谷ふさ子 

総 務 主 監 杼木 栄司  住 民 福 祉 主 監 松瀬徳之助 

会 計 管 理 者 犬井 教子  政 策 推 進 課 長 図司 明徳 

総 務 課 長 奥  浩市  税 務 課 長 川嶋 正明 

生 活 安 全 課 長 込山 佳寛  住 民 課 長 心 得 森岡 道友 

福 祉 課 長 嶋林さちこ  健 康 推 進 課 長 中嶌 幸作 

発 達 支 援 課 長 木戸 妙子  農 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 

徳谷 則一 

商 工 観 光 課 長 井口 清幸  建 設 計 画 課 長 井口 和人 

上 下 水 道 課 長 竹内  修  工業団地推進課長 山路 太郎 

教 育 次 長 
兼 教 育 総 務 課 長 

田邊 正俊  学 校 教 育 課 長 清水 一範 

生 涯 学 習 課 長 西川 良浩    

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 知禿 雅仁  書 記 寺本 育美 
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開会 午後１時００分 

○議長（小森重剛） 皆さんこんにちは。ただいまの出席議員数は１２人でありま

す。よって定足数に達していますので、これより平成２８年第３回竜王町議会定

例会を開会いたします。 

会議に入ります前に町長より発言の申し出がございますので、これを認めるこ

とにいたします。西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さんこんにちは。開会に当たりまして、一言御挨拶を申し

上げます。 

連日猛暑日が続いた大変暑い夏ではございましたが、議員の皆様方にはますま

す御健勝にて、日夜、町政発展のため大変な御尽力を賜り、厚く御礼申し上げる

次第でございます。 

さて、本日、第３回竜王町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆

様方には、公私ともに御多端の中を全員の御出席を賜り、まことにありがとうご

ざいます。 

去る６月２４日より竜王町長に就任いたしまして、早２カ月が経過いたしまし

たが、町政を預かるリーダーといたしまして責任の重さをひしひしと感じている

ところでございます。また、議員の皆様を初め、関係者の御協力のもとに精力的

に町政執行に務めさせていただいております。 

ここで、御提案を申し上げる案件に先立ち、この場をおかりして、就任の所信

の一端を申し述べさせていただきたく存じます。 

私が町民の皆様にお訴えをしてまいりました「わがまち竜王への熱い思い」は、

数多くある我がまち竜王のよき点、緑あふれる自然や文化などすばらしい点はし

っかりと継承し、閉そく感や停滞感などを感じる点は大胆に刷新・改革すること

で、我がまちに新風を吹き込み、明るく元気で、活力あふれる強いまち竜王町を

つくる、次世代に誇れる竜王町をつくることであります。そして、これらを次世

代に引き継ぐことであります。 

多賀町、甲良町とともに、我がまち竜王町は消滅可能性自治体と報道されまし

たが、少子高齢化による人口減少社会にどう対応していくのか、また、日野川改

修を初め、インフラ整備や施設の改修など、町が抱える待ったなしの多くの課題

を町民の方々と共有し、一つ一つ具体的かつ着実に取り組み、解決するためには

どうしていくのか。私は、これらの課題を解決し、新たなまちづくりのために５

つの基本政策を策定し、実行させていただきたく考えております。 
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まず、１点目といたしまして、「成長戦略の策定、実践・実行」についてでご

ざいます。 

成長こそ元気、活力のもとであります。竜王町が持つ豊富な人材、恵まれた自

然を最大限に活用し、地方創生、成長戦略を実践いたします。喫緊の課題である

滋賀竜王工業団地への企業誘致や新たな起業家の発掘・育成で雇用をつくり出し、

土地の有効活用、新たな住宅地等の提供で就業人口や子育て世代の増加を図り、

明るく元気で活力あふれる強い豊かな竜王町をつくってまいります。また、シル

バー世代や女性の方々へ活動の場を拡充させていただきます。 

２点目は、「教育・福祉・医療・社会インフラの充実」でございます。 

お母さん方が町内で１人でも多くの子供を産み育て、また、仕事と両立してい

ただくためにも、子育て支援、少子化対策を進め、子供を安心して産み育てられ

る環境の充実を図ります。未来を担う子供たちの教育環境を整えてまいります。 

子供の医療費については、中学卒業まで無料化を、待機児童ゼロや学童保育の

充実等保育環境の充実を進めてまいります。また、高齢者や障害のある方もいき

いき暮らせる地域医療や介護・福祉の充実を図ってまいります。 

３点目は、「魅力ある農業の創生」でございます。 

農業は竜王町の基幹産業でございます。お米、果樹、野菜、近江牛など竜王町

が誇る魅力ある竜王産品の真のブランドづくりと、情報発信によるさらなるブラ

ンド化を進めてまいります。農業の６次産業化政策を進め、農業法人や大規模農

家の育成・発展を図ってまいります。 

４点目は、「安心安全のまちづくり」についてでございます。 

日野川を初めとした天井川の早期改修を強く要請を行い、あわせて地震等大規

模災害への備えの強化のため、防災・防犯体制の充実と強化を図り、住みよい、

住み続けたいまちづくりを進めてまいります。 

５点目は、「高品質の行政サービスの提供」についてでございます。 

行財政改革を進め、さらに自律した「まち」を目指していきます。タウンミー

ティングの実施により情報の共有を図り、自治会など地域コミュニティと連携し、

効率的で高品質な行政サービスを提供してまいります。役場や役場の職員は、竜

王町、竜王町民の皆様のためにあります。その本分を強く自覚し、町民の皆さん

から「役場はいい仕事をしてくれてありがたい」との高い評価を得られるよう、

明るく丁寧で専門性の高い行政サービスを提供してまいります。 

業務遂行に当たっては、私自身、今までの民間企業や公務での業務経験や知見
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及びこれらを通じて培った企業トップ、経済界、国、県との人脈を生かして「次

世代に誇れるまちづくり」を進めてまいります。また、国、県、企業トップへは

みずから先頭に立って、率先垂範トップセールスを展開してまいります。 

さらに、多大な期待をいただきました多くの町民の皆様とできるだけ早い時期

に対話の機会を持たせていただき、生の声をお聴きし、意見交換をさせていただ

くため、１０月よりタウンミーティングをスタートさせていただきます。さらに、

頂戴した御意見を竜王町全体のまちづくり、全体の目標と施策に生かさせていた

だきます。 

現場重視の姿勢を大切にし、住民皆様方の声をしっかり受けとめ、全力を尽く

して町政発展のため努めてまいりますので、議員皆様方の格段の御指導と御協力

をお願い申し上げる次第でございます。 

議員各位のさらなる御支援をいただきますことをお願い申し上げ、私の町長就

任に当たりましての所信とさせていただきます。 

本定例会に提案申し上げます案件につきまして、どうか慎重な御審議を賜り、

お認めいただきますようよろしくお願い申し上げ、開会に当たりましての御挨拶

といたします。 

○議長（小森重剛） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に議会諸般報告書並びに竜王町議会会議規則第１２６条の規定

による議員派遣報告書を配付いたしておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。なお、説明は省略いたしますので御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小森重剛） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１２５条の規定により、１番 貴多正幸議員、２番 小西久次議員

を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（小森重剛） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２７日までの２６日間

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 
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○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって今期定例会の会期は、本日か

ら９月２７日までの２６日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどをお願い申し上げます。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第４４号 竜王町障害者総合支援条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第４５号 平成２８年度竜王町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ５ 議第４６号 平成２８年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議第４７号 平成２８年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（小森重剛） 日程第３ 議第４４号から日程第６ 議第４７号までの４議

案についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。西田町長。 

○町長（西田秀治）  ただいま一括上程いただきました議第４４号から議第４７

号までの４議案につきまして、順を追って提案理由を申し上げます。 

議第４４号、竜王町障害者総合支援条例の一部を改正する条例につきましては、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改

正する政令が平成２７年１２月１６日に公布され、その一部が平成２８年４月１

日から施行されたことにより、障害支援区分に係る審査会委員の任期について、

「２年」から「２年を超えて３年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっ

ては、当該条例で定める期間」と改正されました。 

これに伴いまして、東近江市、近江八幡市、日野町及び竜王町において委嘱し

ている現在の同委員の任期が、平成２９年３月３１日をもって満了いたしますこ

とから、平成２９年度から新たに委嘱いたします同委員の任期を３年に改めるべ

く、一部改正を行うものでございます。 

次に、議第４５号、平成２８年度竜王町一般会計補正予算（第２号）につきま

しては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳入歳出予

算額が６２億６，５０８万１，０００円でございます。今回、この総額に、歳入

歳出それぞれ５，３４２万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入

歳出それぞれ６３億１，８５０万２，０００円といたしたいものでございます。 

今回の補正予算の主なものといたしましては、総合庁舎維持修繕事業、地方税
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務システム改修委託料、税過年度過誤納還付金、住民基本台帳システム等改修委

託料、Ｂ型肝炎ワクチンに係るワクチン接種委託料、農業基盤整備促進事業、県

単独土木建設事業負担金、竜王インター周辺地区整備事業、竜王小学校施設整備

事業、償還元金の追加または増額及び償還利子の減額でございます。 

続きまして、債務負担行為補正につきましては、人事評価システム管理業務及

び情報セキュリティ強化対策事業を追加するほか、がん検診業務、若年健康診査

業務、後期高齢者健康診査業務、結核検診業務についても、平成２９年度に各種

健診等を円滑に進めるため追加しております。 

また、地方債補正につきましては、防災基盤整備事業に充当する町債について、

当初予定しておりました防災対策事業債から緊急防災減災事業債へ振りかえるも

のでございます。 

次に、議第４６号、平成２８年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）につきましては、現在お認めをいただいております補正

予算（第１号）までの歳入歳出予算額が、１２億９，０７７万３，０００円でご

ざいます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ７０万２，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１２億９，１４７万５，０００円といた

したいものでございます。 

今回の補正予算の内容といたしましては、歳出におきましては、平成３０年度

から国保都道府県化に向けて、県の国保事業費納付金等算定システム連携のため

の国保システム改修経費として、総務費の総務管理費が７０万２，０００円の増

額でございます。歳入におきましては、同システムの改修経費の全額が国の国民

健康保険制度関係業務準備事業費補助金として交付されるため、国庫支出金の国

庫補助金が７０万２，０００円の増額でございます。また、平成２９年度に実施

いたします特定健康診査業務及び若年健康診査業務を円滑に進めるため、特定健

診啓発資料一式作成業務を初め、それぞれの健診業務について債務負担行為をお

願いするものでございます。 

次に、議第４７号、平成２８年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号）

につきましては、現在お認めいただいております当初予算の歳入歳出予算額が、

８億５，３８０万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ７３５万

８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８億６，１１

５万８，０００円といたしたいものでございます。 

今回の補正予算の内容といたしましては、歳出におきましては、今年度の執行
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見込みにより不足します介護予防住宅改修費５０万円の増額、平成２７年度事業

費確定によります国、県及び支払基金への過年度分介護給付費交付金等償還金６

８５万８，０００円の追加でございます。歳入におきましては、介護予防住宅改

修費へのルール分の負担として国庫支出金１１万５，０００円、支払基金交付金

１４万円、県支出金６万２，０００円及び一般会計からの繰入金６万２，０００

円の増額でございます。 

また、今回の補正に係る一般財源所要額６９７万９，０００円について、前年

度繰越金を増額するものでございます。 

以上、議第４４号から議第４７号までの４議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、議第４５号につきましては、詳細について担当課長

より説明させますので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願い

申し上げ、提案理由といたします。 

○議長（小森重剛） 奥総務課長。 

○総務課長（奥 浩市） ただいま、町長から平成２８年度竜王町一般会計補正予

算（第２号）の内容について、提案理由の説明があったわけでございますが、さ

らにその内容について、お手元配布の補正予算の概要により説明させていただき

ます。 

今回の補正予算の主なものといたしまして、２ページ中段の（２）歳出補正予

算の主なものから御説明をさせていただきます。 

まず、総合庁舎管理事業に係ります総合庁舎管理用備品といたしまして、４６

万５，０００円の増額でございます。これは、総合庁舎１階にあります町民室に

町の各種計画等を自由に閲覧いただける情報コーナーを新設するため、また、机

や椅子等の庁内器具で老朽化しているものの更新のため等の経費でございます。 

次に、総合庁舎維持修繕事業で１１６万８，０００円の増額でございます。こ

ちらは、経年劣化によります総合庁舎別館西側の壁にありますとい、総合庁舎北

側玄関横の土間コンクリート及び総合庁舎玄関ホール等壁紙の修繕費に加えて、

総合庁舎玄関ホールの照明設備をＬＥＤ化するため等の修繕費でございます。 

次に、地方税務システム改修委託料２０万円の追加でございます。こちらは、

その２つ下にあります住民基本台帳システム等改修委託料と同様の理由でござい

まして、社会保障・税番号制度導入に伴い、国の情報提供ネットワークシステム

との連携テストを行うこととなりましたので、これのため自庁システムの改修が

必要となりましたので追加するものでございます。これにつきましては、国の都
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合により行うシステム改修ですので、住民基本台帳システム等改修委託料につき

ましては全額を、こちらの地方税務システム改修委託料は３分の２の国庫補助金

が交付されます。 

次に、税過年度過誤納還付金７５０万円の増額でございます。こちらは、過年

度に納付いただきました町税の過納分の還付に当たって、不足する費用の増額で

ございます。 

次の住民基本台帳システム等改修委託料１３０万円は、先ほど御説明いたしま

した地方税務システム改修委託料と同様の理由により追加するものでございます。 

次の地域子育て支援事業奨励金２０万円の増額は、地域の公民館等を利用して

子育てサロン等を開設していただいております自治会への奨励金でございまして、

当初予算に想定しておりました自治会数に対しまして、実施自治会数が増加しま

したことから増額するものでございます。 

次の放課後児童健全育成事業１０万円の増額でございますが、こちらは、西小

学校区の西っ子児童クラブが使用しておりますトイレの便座を暖房便座へ変更す

るための修繕費でございます。 

次に、ワクチン接種委託料（Ｂ型肝炎ワクチン）１０６万９，０００円の追加

でございます。平成２８年１０月１日からＢ型肝炎ワクチンが定期接種化される

ことから、追加するものでございます。対象者は、平成２８年４月以降に出生さ

れました生後１歳に至るまでの乳児でございます。 

次の法人化支援事業補助金４０万円の増額は、任意組織であります「竜王町そ

ば振興会」が、平成２８年６月１日に「合同会社竜王町そば振興会」として法人

化されましたことにより増額するものでございます。 

次の農林公園施設管理事業８１万円の増額は、アグリパーク竜王敷地内にあり

ます竜王町農村環境改善センターの防排煙設備が定期の消防設備点検において不

備の指摘を受けましたので、これを修繕するための増額でございます。 

次は農業基盤整備促進事業４１０万４，０００円の追加でございます。こちら

は、鏡地区揚水機場の水中ポンプが老朽化により更新が必要となったため、追加

するものでございます。内訳につきましては、設計委託料として３０万４，００

０円、維持補修工事として３８０万円を計上しております。また、この事業は、

国からの補助金と地元からの分担金を財源として実施いたします。 

次に、道路橋梁整備事業でございますが、既に交付の決定を受けております社

会資本整備総合交付金を全額活用するため、完了した設計委託料の残額を橋梁長
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寿命化修繕工事へ振りかえるものでございます。工事施工箇所とその内容といた

しましては、山中地先の出口橋の防護柵の修繕を予定しております。 

次の県単独土木建設事業負担金２６４万７，０００円の増額でございますが、

こちらは、今年度県において実施される道路改築事業費予算が確定しましたこと

から増額するものでございます。 

次に、竜王インター周辺地区整備事業３，０１１万円の増額でございます。こ

ちらは、国道４７７号の歩道拡幅工事の未整備区間において、事業の早期完了を

目指し、工事の前倒しによる施工委託料３，０００万円の追加が大部分でありま

して、そのほかに、このような事業の前倒しの結果、来年度開催を予定しており

ました竜王インター周辺地区都市再生整備計画の事後評価を行う検討会議を前倒

して開催する必要が生じましたため、これの委員報償費として１０万円、委員の

費用弁償として１万円の追加でございます。 

次の竜王小学校施設整備事業３４１万２，０００円でございますが、こちらは

竜王小学校の給水設備が故障したため改修するものでございます。 

次の中学校学力向上推進事業２８万円の追加でございますが、こちらは、県と

協力して行う事業でありまして、県内５地域を拠点地域と位置づけ、英語教育を

推進する事業であります。今補正予算では、スピーキング能力を測定する英語能

力検定を実施するための手数料を計上しております。 

次の給食センター管理費６０万円の増額でございますが、こちらは想定してお

りませんでしたプレハブ冷凍庫が故障いたしまして、急ぎ修繕する必要があり、

６０万円余りを支出いたしましたことから、今後の修繕に対応するための予算が

不足することから増額するものでございます。 

次に、償還元金１２８万７，０００円の増額及び償還利子２８９万円の減額で

ございますが、これは、平成１７年度に借入れを行いました町債のうち、１０年

後に利率見直しを行う約定としております町債の利率見直しを行った結果、利率

が２．０％から０．１％へ変更となったことにより、その減少分の償還利子を減

額するものでございます。ただし、償還方法が元利均等償還でありますので、償

還元金を増額するものでございます。 

次に歳入でございますが、ページを１ページ戻っていただきまして、２ページ

中段やや上の（１）歳入補正予算の主なものにより御説明いたします。 

まず、農業基盤整備促進事業の地元分担金といたしまして、分担金及び負担金

の農地費分担金として２０５万２，０００円の増額でございます。 
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国庫支出金の個人番号付番システム構築補助金１４３万３，０００円の追加は、

地方税務システム改修委託料及び住民基本台帳システム等改修委託料の実施によ

り交付されるものでございます。 

次の農業基盤整備促進事業補助金２０５万２，０００円の追加は、農業基盤整

備促進事業の実施により交付されるものでございます。 

次に、県支出金の戸別所得補償経営安定推進事業補助金４０万円は、竜王町そ

ば振興会の法人化に伴います法人化支援事業補助金の財源となるものでございま

す。 

次に、諸収入でございますが、こちらは、竜王インター周辺地区整備事業に対

する滋賀県土地開発公社からの協力金でございまして、事業費と同額の３，０１

１万円の増額でございます。 

次に、町債でございますが、こちらは、防災基盤整備事業において弓削地先に

予定しております水防施設の整備工事設計委託料に対して、当初は防災対策事業

債を発行する予定をしておりましたが、県との起債協議の中で、より交付税措置

のある緊急防災減災事業債での発行が可能との判断に至りましたので、防災対策

事業債４８０万円を減額し、緊急防災減災事業債６４０万円を追加するものでご

ざいます。 

最後に、今回の補正に係る一般財源所要額１，５７４万９，０００円につきま

しては、前年度繰越金を増額するものでございます。 

続きまして、ページをめくっていただきまして、３ページ中段の（３）債務負

担行為補正（追加）でございますが、人事評価システム管理業務５０２万２，０

００円につきましては、平成２９年度から人事評価システムが６町クラウドシス

テムに導入されますことから、これの契約を平成２８年度中に行う必要があるた

め追加するものでございます。なお、期間は平成２８年度から平成３７年度まで

の１０年間でございますが、実際の支出は平成２９年度からの９年間となります。 

次の情報セキュリティ強化対策事業１億１，８９０万４，０００円につきまし

ては、総務省から要請されています「自治体情報システム強靭性向上モデル」に

適したネットワーク体系となるよう整備するため、追加するものでございます。

なお、期間は平成２８年度から平成３３年度までの６年間でございますが、実際

の支出は平成２９年度からの５年間となります。 

次のがん検診業務１，０４３万円、以下若年健康診査業務２６３万９，０００

円、後期高齢者健康診査業務５６万円及び結核検診業務１６３万２，０００円に
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つきましては、平成２９年度における各検診（健診）業務の実施に向けて、円滑

な事業の実施を図るため債務負担行為のそれぞれ追加を行うものでございます。 

最後に、（４）地方債補正（追加・廃止）でございますが、先ほど歳入で御説

明いたしました防災基盤整備事業に係る財源振り替えでございます。 

以上、まことに簡単ではございましたが、平成２８年度竜王町一般会計補正予

算（第２号）の内容説明といたします。よろしく御審議を賜りまして、御承認を

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ７ 議第４８号 平成２７年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ８ 議第４９号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第 ９ 議第５０号 平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）歳入歳出決算認定について 

日程第１０ 議第５１号 平成２７年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算 

            認定について 

日程第１１ 議第５２号 平成２７年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第１２ 議第５３号 平成２７年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１３ 議第５４号 平成２７年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

            算認定について 

日程第１４ 議第５５号 平成２７年度竜王町水道事業会計決算認定について 

○議長（小森重剛） 続きまして、日程第７ 議第４８号から日程第１４ 議第５

５号までの８議案ついて一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま、一括上程いただきました議第４８号から議第５５

号までの８議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第４８号、平成２７年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、議第４

９号、平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

認定について、議第５０号、平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施

設勘定）歳入歳出決算認定について、議第５１号、平成２７年度竜王町学校給食

事業特別会計歳入歳出決算認定について、議第５２号、平成２７年度竜王町下水
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道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議第５３号、平成２７年度竜王町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定について及び議第５４号、平成２７年度竜王町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての７議案につきましては、地

方自治法第２３３条第２項の規定により、去る７月５日から７日間にわたり、町

監査委員による決算審査を終えていただきましたので、同法第２３３条第３項の

規定に基づき、議会の認定に付するものでございます。 

次に、議第５５号、平成２７年度竜王町水道事業会計決算認定についてにつき

ましては、去る６月１０日に町監査委員の審査を終えまして、地方公営企業法第

３０条第４項の規定により議会の認定に付するものでございます。 

事業の概況、経営状況につきましては、後ほどその詳細について担当課長から

説明させますが、平成２７年度につきましても、常に経営の健全化と施設の効率

的な維持管理に努めてきたところでございます。 

収益的収支におきましては、収益が３億４，４９２万４，３３３円で、費用が

３億３，２８３万２，３６５円となり、１，２０９万１，９６８円の純利益とな

ったものでございます。 

以上、議第４８号から議第５５号までの８議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、詳細につきましては、会計管理者及び担当課長から

説明をさせますので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願い申

し上げ、提案理由といたします。 

○議長（小森重剛） 犬井会計管理者。 

○会計管理者（犬井教子） ただいま、町長から提案理由を申し上げました議第４

８号から議第５４号までの７議案につきましては、平成２７年度の一般会計、並

びに各特別会計のそれぞれの決算につきまして、地方自治法第２３３条第１項及

び地方自治法施行令第１６６条、並びに同法施行規則第１６条及び第１６条の２

の規定により調整をいたしましたもので、その決算概要につきまして御説明申し

上げます。 

お手元に決算報告書をお届けいたしておりますので、これを中心にして御説明

申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず、議第４８号、平成２７年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、

決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

一般会計の決算額は、歳入総額が６４億８，３１７万４，８４０円、歳出総額
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が６２億２，３９９万７，３２７円となり、歳入歳出差引額は、２億５，９１７

万７，５１３円となりました。このうち、平成２８年度に繰り越した事業に要す

る財源は、８，４４３万４，８００円を差し引きますと、実質収支額は、１億７,

４７４万２,７１３円の黒字となります。ここから、平成２６年度の実質収支額

であります１億７，８３０万４，９０７円を差し引きますと、単年度収支額は、

３５６万２，１９４円の赤字となります。さらに、単年度収支額に、財政調整基

金への積立金１２７万９，３６２円を加え、財政調整基金取り崩し額５億１，１

８９万円を減じた実質単年度収支額は、５億１，４１７万２，８３２円の赤字と

なりました。 

なお、平成２６年度の実質単年度収支額は３億４７７万２，１０３円の赤字で

ありましたが、平成２７年度の決算では、町税が大きく減少、さらに過年度中間

収入分が還付となった上、中学校灯油流出事故にかかる復旧等で赤字が増幅する

結果となりました。 

平成２７年度の歳入の財源構成状況、歳出の目的別、並びに性質別構成状況を

図示いたしますと、１２４ページから１２９ページの円グラフのようになります。 

１２４ページをごらんいただきたいと思います。 

まず、歳入の財源構成状況でございますが、自主財源が７２．６％、依存財源

が２７．４％となっており、平成２６年度は、自主財源が７３．１％、依存財源

が２６．９％でありました。前年度と比較しますと、自主財源の額が率にして０．

５％上昇いたしました。歳入総額では、前年度と比べて７，０５８万８，５４０

円の増額で、率にして１.１％の増となりました。前年度と比較して大きく変動

のありました科目や、特色のあるものについてその要因等を見てみますと、自主

財源のうち、町税収入でございますが、４ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

総額２８億８，７４９万９，５５９円となり、前年度と比較いたしますと、４

億７，８２３万９，０８６円、率にして１４．２％減少しています。大きな要因

は、法人町民税における４億９，４３２万１，５２０円の減少でございます。国

内景気の回復を目指し、平成２７年度においても成長戦略や民間投資を喚起する

経済政策が打ち出されるも、世界的グローバル企業における企業活動の結果が企

業成績に影響したものと考えます。 

１２４ページをごらんいただきたいと思います。 

寄附金のうち、ふるさと納税として「未来につなぐふるさと交竜寄附金」が９，
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７４８万９，８５０円と報償制度とのタイアップとともに大きく増加、全国から

町への応援をいただき、厚く御礼を申し上げるところでございます。 

繰入金といたしまして、財政調整基金５億１,１８９万円、目的を持ちまして

減債基金１億円を初めとして４つの基金の繰り入れを行いました。前年度と比較

すると、１億７,５８６万３，５９８円増額する結果となりました。諸収入は、

５億２，３０３万５１８円で、そのうち竜王インター周辺地区整備協力金が、４

億１，７６０万６６２円でございます。 

次に、依存財源では、「社会保障と税の一体改革」による消費税、地方消費税

の引き上げに伴い、地方消費税交付金が２億７，６３６万７，０００円で、前年

度と比較して１億６４４万５，０００円の増額、地方交付税が、１億１，３２２

万円となり、普通交付税の交付を受けたことに加えて、特別交付税も増額となり、

前年度と比較して５，４９２万９，０００円の増加となりました。 

国庫支出金については、総額６億３，７６２万６，３９８円、前年度と比べ、

１億３，５９３万７，６５８円の減額となりました。社会資本整備総合交付金の

減少や臨時福祉給付金や子育て世帯への給付金事業の縮小に伴うものです。 

しかし、特色あるものや大きなものとして、施設型給付・地域型保育給付負担

金が６，００５万６，１３６円、社会資本整備総合交付金２億１，５９４万７，

８００円、地域経済循環創造事業交付金１，０００万円であります。 

町債については、２億４,６４７万８，０００円となり、前年度と比較すると

６，２１７万８，０００円の増加であります。社会資本整備と「安全で安心」な

まちづくりに向けて、世代間の平等負担とあわせ最小限の負担を考慮し、定住の

進むまちづくりに努めました。 

以上のように、活用できる財源を最大限に確保し、住民皆様へのサービス向上

と健全な財政運営を両輪に、事業遂行に努めました。 

次に、１２６ページから説明をさせていただきます。 

歳出総額では、前年度に比べて２億６，０１４万９，９３４円の増額、率にし

て４.４％の増となりました。 

歳出の構成比を目的別に見てみますと、民生費が２３．３％、土木費が１９．

７％、総務費が１６．２％、教育費が１０．２％、公債費が７．８％、衛生費が

６．７％、農林水産業費が５．６％、消防費が４．７％、諸支出金が２．１％、

災害復旧費が１．３％、議会費が１．２％、商工費が１．０％、労働費が０．

２％となっております。この中で、対前年度比較で増減の著しいものについて、
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説明を申し上げます。 

金額については、千円単位でございます。 

総務費につきましては、１億２，１３４万５，０００円、率にして１３．７％

増加しておりますが、主なものは、公共施設等総合管理計画策定業務委託料、ふ

るさと納税推進報償費、町税過年度過納還付金等でございます。 

民生費におきましては、３，７７０万２，０００円、率にして２．５％減少し

ておりますが、臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業、子ども

子育て支援制度システム構築業務委託料、高齢者福祉施設等整備事業補助金のそ

れぞれ減等によるものです。 

衛生費は、３，４１６万４，０００円の増、率にして８．９％増加で、主なも

のは、環境基本計画策定業務、水道事業補助金、布引ライフ組合（衛生）負担金

の増等であります。 

労働費における２，１３４万８，０００円、率にして６７．０％の減は、勤労

福祉会館改修事業、緊急雇用創出特別推進事業の減等であります。また、農林水

産業費においては、６，０１６万３，０００円、率にして２０．７％の増となり、

環境保全型農業直接支払交付金、農林公園駐車場拡幅用地取得費、多面的機能支

払事業の増額等によるものです。 

商工費が２，０２４万９，０００円で、率にして４６．５％の増、プレミアム

商品券発行事業補助金、地域経済循環創造事業補助金の増額等によるものです。 

消防費は４，７８３万３，０００円の増、率にして、１９．３％の増で、東近

江行政組合（消防）負担金、地域防災拠点施設整備工事費の増等によるものです。 

諸支出金については６，８０３万７，０００円の増、率にすると１１０．１％

の増加となりました。未来につなぐふるさと交竜基金積立金の増によるものでご

ざいます。 

災害復旧費につきましては、２，６４５万６，０００円、率にすると２５．

１％の減でございます。これは、中学校灯油流出事故があったものの、平成２５

年度の台風１８号被害による農業用施設災害復旧事業及び庁舎別館火害に係る復

旧事業費の減等でございます。 

次に、１２８ページの性質別の構成比で見てみますと、義務的経費である人件

費が１８．５％、扶助費が１２．６％、公債費が７．８％。また、投資的経費で

は、普通建設事業費が１６．４％、災害復旧事業費が１．３％、その他経費につ

いては、物件費が１４．２％、維持補修費が０．２％、補助費等が１６．６％、
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積立金が２．１％、繰出金が１０．３％となっております。 

この中で、性質別決算状況の対前年度比較で増減の著しいものについて説明を

申し上げます。 

義務的経費は、構成比では前年度が４０．５％でありましたが、平成２７年度

は３８．９％になり、増減率にありましては、額にして０．３％の増になってお

ります。特に扶助費の増加割合が高く、保育所運営費や自立支援給付費などの増

加、生まれてから子育て、みとりまでのあらゆる場面でのきめ細かな施策による

ものです。 

次に、投資的経費の構成比は、１８．９％から１７．７％となり、額にして２．

５％の減となっています。これは、地域防災拠点施設整備の進捗や高齢者福祉施

設等整備補助金が減少したこと等によるものでございます。 

また、その他経費の比較におきましては、構成比は４０．６％から４３．４％

となり、額にして１１．６％の増となりました。これについては、補助費等が多

面的機能支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金、社会福祉協議会交付金、

ふるさと納税推進報償費、町税過年度過納還付金等の増が主な要因です。積立金

は、未来につなぐふるさと交竜基金積立金等です。 

なお、決算の具体的内容につきましては、歳入は、決算報告書の３ページから

８ページに款別に順を追って記載しておりますので、説明を省略させていただき

ます。 

歳出につきましては、決算報告書の９ページから１２３ページにわたり、各所

管別、予算科目順に事務事業の内容と事業の成果表をあわせて列記しております

ので、御披見いただきますようお願いいたします。なお、説明は省略させていた

だきます。 

また、決算書の１１１ページから１１５ページには、公有財産の土地及び建物

の平成２７年度中の増減、並びに年度末現在高を、また、１１６ページからは、

山林、物権、出資による権利の状況を、さらに、１１７ページから１２０ページ

には、３０万円以上の重要物品を、１２１ページから１２２ページには、基金の

年度末現在高をそれぞれ記載しておりますので 御参照いただきたいと存じます。 

なお、土地開発基金及び用品等調達基金のそれぞれの運用状況につきましては、

別冊の調書をお届けいたしておりますので、あわせて御参照いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

以上、平成２７度一般会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせていただき



- 19 - 

ます。 

次に、議第４９号、平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

平成２７年度の竜王町国民健康保険における被保険者数等については、被保険

者の数が前年度に比べ０．８％の増加となりました。 

また、退職被保険者数については、１８．４％の減少となりました。 

被保険者の異動状況といたしましては、大きな制度改正もなかったことから、

おおむね平年並みの異動件数となりました。 

竜王町の居住者全体から見た国民健康保険事業への加入割合では、世帯数は３

４．３％、被保険者数は２１．１％となっています。 

財政状況につきましては、保険給付費が年々増加傾向にあり、引き続き医療費

の動向を見定め、適正運営に努めなければなりません。 

さて、それでは、決算報告書の１３０ページをごらんいただきたいと思います。 

決算収支の状況は、歳入総額が１２億８，９１６万４，３１４円で、歳出総額

が１２億４，５５３万７，９７０円で、歳入歳出差引額は４，３６２万６，３４

４円となりまして、実質収支額も同額となっております。ここから前年度の実質

収支額３，２９０万５，７１５円を差し引きますと、単年度収支額は、１，０７

２万６２９円の黒字となり、財政調整基金を調整しますと、実質単年度収支額は、

１,０８７万５，６９６円の黒字となります。 

歳入の主なものといたしまして、決算書１２７ページ、款５の国民健康保険税

が２億５，４４４万５，６７０円、１２８ページの款１５の国庫支出金が、１億

９，７３５万３，９２４円、１２９ページ、款２０の療養給付費等交付金が７，

２０７万５，８５７円、同じく１２９ページの、款２１の前期高齢者交付金が３

億８，５２５万７，８１９円、同じく１２９ページ、款２５の県支出金が５，１

４０万６，４９８円、１３０ページ、款３０の共同事業交付金が２億３，３００

万１，２４３円でございます。１３１ページ、款４０の繰入金は、６，０６３万

８，２５６円でございます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、１３５ページ、款１０の保険給付費

が７億７，１２７万１，４５４円、１３７ページ、款１１の後期高齢者支援金等

が１億４，１８３万４，９９３円、１３８ページ、款２０の共同事業拠出金が２

億４，２６８万１，１５１円でございます。 

次に、１３９ページ、款２５の保健事業費が１，３１９万７，５４８円で、特
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定健診の受診率向上と各種検診の助成による健康づくり推進と啓発に取り組んだ

ものです。１４０ページ、款４０の諸支出金が１，６６５万６，０６０円は、主

に療養給付費等負担金精算返還金等でございます。なお、国保の加入世帯数及び

被保険者数等につきましては、決算報告書の１３０ページに記載いたしておりま

すので、御披見いただきたいと思います。   

また、決算書の１４４ページに、財産に関する調書を添付いたしておりますの

で、あわせて御参照いただきたいと思います。 

以上、簡単ですが、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の決算の概要を申

し上げ、提案説明とさせていただきます。 

次に、議第５０号、平成２７年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘

定）歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１４０ページからでございます。 

まず、医科診療所における決算収支でございますが、歳入総額が８４４万７,

４６８円、歳出総額が８２０万７，３７６円で、歳入歳出差引額は２４万９２円

となりまして、実質収支額も同額となっております。ここから、前年度の実質収

支額７０万９，０７９円を差し引きますと、単年度収支額は、４６万８，９８７

円の赤字となり、さらに財政調整基金を調整しますと、実質単年度収支額は、７

６７万４６３円の赤字となります。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の１５１ページ、款２０の財産収入

は４２万６，３４０円であります。款２５繰入金として、財政調整基金７３１万

２，０００円を繰り入れしております。款３０繰越金として、７０万９，０７９

円でありました。 

歳出では、１５３ページの款５総務費８０９万６，８５２円でありまして、医

療施設設置者としての維持管理費及び医科診療所指定管理料でございます。 

款１５基金積立金として、財政調整基金積立金が１１万５２４円でございます。 

以上、簡単でございますが、医科の内容でございます。 

次に、決算報告書の１４１ページ、歯科診療所における決算収支につきまして

御説明申し上げます。 

歳入総額が５，６００万９，２２６円、歳出総額が４，８８８万３，７３５円

で、歳入歳出差引額は７１２万５，４９１円となりまして、実質収支額も同額と

なっております。ここから、前年度の実質収支額３４４万４，７３１円を差し引

きますと、単年度収支額は３６８万７６０円の黒字となり、さらに財政調整基金
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を調整しますと、実質単年度収支額は３６９万６４９円の黒字となります。 

歳入の主なものは、決算書の１５５ページ、款５診療収入の４，３１４万４，

３６７円、１５６ページの款２５の繰入金、５９３万６．０００円でございます。 

歳出では、１５８ページの款５の総務費が４，１３９万９，３６９円で、人件

費及び施設の維持管理費などでございます。 

次に１６０ページの款１０の医業費は、７４７万４，４７７円となっています。

なお、受診状況は、決算報告書の１４３ページでございますが、年間受診件数は

４，１５５件、年間外来者数は６，８２１人で、受診件数は増加しましたが、外

来者数は減少しました。しかし、年間診療収入は４，３１４万４，３６７円と増

加しています。 

決算書の１６３ページから１６５ページには、財産に関する調書を添付いたし

ておりますので御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）の決算の概要を申し上げ提案説

明とさせていただきます。 

次に、議第５１号、平成２７年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認

定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１４６ページからでございます。 

御承知のとおり、学校給食は、成長期における園児・児童・生徒に栄養バラン

スのとれた食事を提供し、あわせて、望ましい食習慣の形成を図る重要な「食

育」の実践の場と位置づけ、教育の一環として取り組んでおります。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が６，１４６万３，２９０円、歳出

総額が６，１００万８，６５９円で、歳入歳出差引額は４５万４，６３１円とな

りまして、実質収支額も同額となっております。歳入でございますが、決算書は

１６９ページでございます。 

主となる収入は給食費負担金でございまして、決算額は６，０７０万２，４１

９円でございます。 

歳出につきましては、１７０ページで、給食材料費の決算額が６，０６８万１，

７７２円でございます。その他は、パンの包装・加工の委託料等であります。 

以上、簡単でございますが、学校給食事業特別会計の決算の概要を申し上げ、

提案説明とさせていただきます。 

次に、議第５２号、平成２７年度竜王町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について、決算の概要を御説明申し上げます。 
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決算報告書は、１４９ページからでございます。 

平成２７年度の下水道事業については、平成２５年度の台風１８号での不明水

により下水道施設が被害を受けたことから、滋賀県下一体となった調査が行われ、

本町も７カ所に流量計を設置し、調査を行いました。 

また、農業集落排水事業においては、山中地区下水道管理組合と連携し、前年

度の同組合による宅内ます洗浄作業の後、これに続く形で下水道本管の管路清掃

を行いました。 

公共下水道事業については、平成３年１２月１日から供用開始をしているとこ

ろですが、土地所有者問題で工事の実施ができなかった大丸企業団地の着手にい

たりました。また、公共下水道事業と農業集落排水事業の平成２９年度公営企業

法適用開始を目指し、取り組み始めました。料金徴収等包括的民間委託により、

収納率の向上等に成果を上げてきているところでございます。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が６億７，６２５万４，９７０円、

歳出総額が６億６，８４７万２，１３３円で、歳入歳出差引額は７７８万２，８

３７円となりまして、平成２８年度に繰り越した事業に要する財源２５０万円を

差し引きますと、実質収支額は５２８万２，８３７円の黒字となります。ここか

ら、平成２６年度の実質収支額であります７８９万５，６２１円を差し引きます

と、単年度収支額は２６１万２，７８４円の赤字となります。 

次に、歳入の主なものにつきまして御説明申し上げます。 

決算書は１７５ページからでございます。 

款５の分担金及び負担金は、１４０万７，３４０円でございます。 

款１０の使用料及び手数料は、１億８，０７８万９，４５８円となっておりま

す。 

１７６ページの款３０の繰入金は、一般会計からの繰り入れが、農業集落排水

事業分が１，７５８万３，０００円、公共下水道事業分が２億６，２０１万５，

０００円であります。 

同じく１７７ページ款４５の町債は、１億９，６２０万円で、特定環境保全公

共下水道事業及び琵琶湖流域下水道事業、また、公営企業会計適用に係るもので

ございます。 

次に、歳出の主なものといたしまして、１７９ページ、款５の農業集落排水事

業費の決算額が１，６０４万１６４円で、殿村と山中のそれぞれの処理施設に係

ります維持・管理経費であります。 
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款１０の下水道事業費の決算額は、１億７，６１１万８，４５０円でございま

して、主な内容としまして、１８１ページの琵琶湖流域下水道維持管理負担金が

６，３６９万１３円、１８２ページの公債費は、４億７，６３１万３，５１９円

で、内訳は、償還元金が３億６，０２２万８，２３６円、償還利子１億１，６０

８万５，２８３円でございます。 

平成２７年度末の町債残高は４４億７，９２３万４，０００円となりまして、

平成２６年度末から１億６，４０２万８，０００円余り減少しております。 

なお、決算書の１８４ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、

後ほど御参照をいただきたいと思います。 

以上、下水道事業特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていただ

きます。 

次に、議第５３号、平成２７年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１５３ページからでございます。 

平成２７年度は、第６期介護保険事業計画の開始年として、介護給付費の増加

に備え、保険料の決定を、所得に応じて７段階から９段階に変更しました。 

また、平成２８年度から開始する「竜王町介護予防・日常生活支援総合事業」

の実施のための要綱の策定を行いました。 

事業の概要では、第１号被保険者数は２，８４８人で、うち後期高齢者数は１，

３９１人であります。また、要介護・要支援認定者数は５１６人であります。 

決算報告書１５７ページでございます。 

決算収支の状況でございますが、歳入決算額が８億３，３７２万８，０１２円、

歳出決算額が８億１，０５０万４，６２７円で、歳入歳出差引額は２，３２２万

３，３８５円となりまして、実質収支額も同額となっております。また、前年度

の実質収支額を差し引いた実質単年度収支額は、１，２１３万２，１１２円の黒

字となりました。 

歳入の主なものといたしまして、決算書の１８８ページ、款５の介護保険料が

２億５７０万８，０００円、款１５の国庫支出金が１億７，７９４万５，８６６

円、１８９ページ、款２０の支払基金交付金が２億１，３０２万６，０００円、

款２５の県支出金が１億１，５３１万３８５円、１９０ページ、款３５の繰入金

が１億１，０６０万４，９５０円でございます。 

歳出の主なものといたしましては、１９４ページ、款１０の保険給付費が７億
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６，６５３万５，９２４円でございます。また、１９９ページ、款１１の地域支

援事業費は、２，４１１万９，１９８円でございます。これは、地域包括支援セ

ンターの設置を初めとする介護予防事業に要した費用でございます。 

２０１ページ、款２０基金積立金として、介護給付費準備基金積立金が５１４

万２，００２円、諸支出金は６２０万８，０９６円で、そのうち償還金６００万

２，０５６円は、主に介護給付費に係る精算で、国、県及び支払基金にそれぞれ

返還いたしました。 

詳細につきましては、決算報告書の１５３ページから１５７ページに一般状況

を、また、１５７ページ以降に経理状況をそれぞれ記載させていただいておりま

す。 

また、決算書の２０４ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、

御参照いただきたいと思います。 

以上、介護保険特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていただき

ます。 

次に、議第５４号、平成２７年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１７０ページからでございます。 

後期高齢者医療制度は、開始から８年目を迎え、一定円滑な制度運営を行うこ

とができました。 

保険給付や保険料額の決定などは、滋賀県後期高齢者医療広域連合が担い、町

においては、保険料徴収を行っておりますが、収納率は１００％でありました。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が８，８０２万６，４２７円、歳出

総額が８，７５８万３，１７１円で、歳入歳出差引額は４４万３，２５６円とな

りまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものは、決算書の２０８ページ、款５後期高齢者保険料が６，１６

５万２，６８６円、款２０の繰入金は２，６０６万８，３７９円で、そのうち２，

５０５万３，９４０円は保険基盤安定にかかる繰入金でございます。 

次に､歳出でございますが、決算書は２１０ページでございます。 

総務費が１０１万４，４３９円で、保険料徴収の事務費でございます。 

また、款１０の後期高齢者医療広域連合納付金が８，６５１万５，１１３円で、

被保険者から納付された保険料等を滋賀県後期高齢者医療広域連合に納付してい

るものです。 
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以上、後期高齢者医療特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせてい

ただきます。 

以上をもちまして、議第４８号から議第５４号までの７議案につきましての提

案説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（小森重剛） この際、申し上げます。ここで午後２時４５分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後２時３１分 

再開 午後２時４５分 

○議長（小森重剛） 休憩前に引き続き会議を開催いたします。 

竹内上下水道課長。 

○上下水道課長（竹内 修） ただいま、町長から提案理由を申し上げました議第

５５号、平成２７年度竜王町水道事業会計の決算内容について説明を申し上げま

す。 

最初に、平成２７年度の事業の概要につきまして申し上げます。 

水道事業につきましては、常に経営の健全化と施設の効率的な維持管理に努め、

事業の運営を行ってまいりました。当年度の給水人口は１万１，９０１人で、前

年度と比較して１５３人の減少となっています。また、年間総配水量は１６３万

２，９１８立方メートルであり、前年度より２万５，６４９立方メートルの減少

となりました。なお、配水に用いた水源は、全て県水受水によるものでございま

す。 

年間有収水量につきましては、１４９万４，４１１立方メートルであり、前年

度より２，２１８立方メートルの増加でありました。 

経営状況につきましては、収益的収支の収益総額は、３億４，４９２万４，３

３３円で、前年度と比較しますと１，６５９万７，４２７円の減少となりました。 

一方、費用の総額は３億３，２８３万２，３６５円で、前年度と比較しますと、

１，１２２万９，６９７円の減少となりました。収益から費用を差し引いた決算

額といたしましては、１，２０９万１，９６８円の純利益となったものでござい

ます。 

今後も引き続き水道事業の運営につきましては、さらに経費の節減等に努めな

がら事業の推進を図ってまいりたいと考えております。 

それでは、決算書に基づきまして、決算の内容を御説明いたします。 
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まず、１ページの平成２７年度竜王町水道事業決算報告書をごらんください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、水道事業収益といたしまして

は、営業収益、営業外収益及び特別利益を合わせまして、決算額が３億７，１１

８万６，６８０円で、このうち仮受消費税は２，１８８万７，５０９円でござい

ます。 

支出におきましては、水道事業費用といたしまして、営業費用、営業外費用及

び予備費を合わせまして、決算額が３億４，９４２万４，６９８円で、このうち

仮払消費税は１，６５９万２，３３３円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

して、企業債から工事負担金までを合わせまして、決算額が９，６６３万９，４

４０円でございます。支出におきましては、資本的支出といたしまして、建設改

良費及び企業債償還金を合わせまして、決算額が１億８，０５８万７，７１４円

で、このうち仮払消費税は１，１７３万５，９２０円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額８，３９４万８，２７４円は、

過年度分及び当年度分損益勘定留保資金、並びに消費税資本的収支調整額で補塡

いたしました。 

次に、３ページの損益計算書をごらんください。 

営業収益といたしましては、給水収益、受託工事収益及びその他営業収益を合

わせまして２億７，５０８万２，５２３円、営業費用といたしましては、原水及

び浄水費からその他営業費用までを合わせまして３億１，９３７万１，９４９円、

その結果営業損失が、４，４２８万９，４２６円でございます。営業外収益とい

たしましては、受取利息及び配当金から雑収益までを合わせまして６，９２０万

６９１円、営業外費用といたしましては、支払利息及び企業債取扱諸費及び雑支

出を合わせまして１，３４６万４１６円で、営業外収支は５，５７４万２７５円

の黒字となり、結果、経常利益は１，１４５万８４９円となりました。 

特別利益といたしましては、その他特別利益としまして６４万１，１１９円で、

当年度純利益といたしまして１，２０９万１，９６８円、前年度繰越利益剰余金

が３７万６，１４２円でございますので、当年度未処分利益剰余金は１，２４６

万８，１１０円となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書をごらんください。 

これは、竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例第２条の規定に基づき

利益の処分を行うものでございます。 



- 27 - 

当年度未処分利益剰余金といたしましては、３ページ及び４ページで御説明申

し上げましたとおり１，２４６万８，１１０円で、このうち、減債積立金に１，

０００万円、建設改良積立金に２００万円を積み立てさせていただくものでござ

います。積み立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は４６万８，１１０円と

なります。 

次に、貸借対照表をごらんください。 

まず、資産の部でございます。固定資産といたしましては、有形固定資産は、

土地から建設仮勘定までを合わせまして１９億３，３４４万７，８７２円、無形

固定資産は、施設利用権のみで４６２万５５９円、固定資産合計といたしまして

は、１９億３，８０６万８，４３１円となるものでございます。 

次に、流動資産といたしましては、現金預金、未収金及び貯蔵品を合わせまし

て、３億９，３０４万１４１円でございます。 

したがいまして、資産合計は、２３億３，１１０万８，５７２円となるもので

ございます。 

次に、負債の部でございます。固定負債といたしましては、企業債７億１，１

８５万３５３円、流動負債といたしましては、企業債、未払金及び引当金を合わ

せまして１億３，０９７万２，９４７円でございます。繰延収益といたしまして

は、長期前受金７億６，７４２万８，８２０円でございます。 

したがいまして、負債合計は、１６億１，０２５万２，１２０円となるもので

ございます。 

次に、資本の部でございます。資本金といたしましては、４億２，８３６万９，

９４５円となるものでございます。 

次に、剰余金といたしましては、資本剰余金としまして、補助金、受贈財産評

価額及び工事負担金を合わせまして８４６万５，５９２円、利益剰余金は、減債

積立金、建設改良積立金及び当年度未処分利益剰余金を合わせまして、２億８，

４０２万９１５円でございます。 

したがいまして、剰余金合計は２億９，２４８万６，５０７円となりまして、

資本合計は７億２，０８５万６，４５２円、負債資本合計は２３億３，１１０万

８，５７２円となるものでございます。 

なお、１１ページ以降につきましては、これらの細部資料として、注記表及び

付属書類を添付いたしておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 

以上、平成２７年度水道事業会計決算についての内容説明とさせていただきま
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すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小森重剛） それでは、ここで決算審査報告をお願いします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、私のほうからさせていただきます。 

まず、１つ目。 

平成２７年度竜王町歳入歳出決算並びに竜王町土地開発基金等運用状況の審査

結果について御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

平成２７年度の竜王町歳入歳出決算並びに竜王町土地開発基金等の運用状況に

ついて審査を実施しました。 

審査に当たり、諸帳簿の照合、計数の確認、並びに各会計の予算執行状況につ

いて慎重に審査を行いましたが、その結果、特に指摘すべき事項は見当たりませ

んでした。 

一般会計は、歳入総額６４億８，３１７万５，０００円、前年度比７，０５８

万９，０００円、１．１％の増、歳出総額６２億２，３９９万７，０００円、前

年度比２億６，０１５万円、４．４％の増でした。 

歳入歳出差引額は、２億５，９１７万８，０００円の黒字でしたが、実質単年

度収支は５億１，４１７万３，０００円の赤字決算となりました。また、特別会

計は、６会計合計で、歳入総額３０億１，３０９万２，０００円、前年度比２億

４，７１１万７，０００円、８．９％の増、歳出総額２９億３，０１９万７，０

００円、前年度比２億２，１２７万８，０００円、８．２％の増となり、歳入歳

出差引額の総額は、８，２８９万５，０００円の黒字となりました。 

このような中、決算内容については、相対的に大きな不用額がある項目も見ら

れましたが、ほぼ適正に運営されているものと見受けました。また、審査を通じ

て各部署の業務遂行への取り組みや、各会計における経費節減に向けた努力を理

解することができました。 

なお、町税の収入未済額が漸増傾向にあり、国民健康保険税及び下水道使用料

等においても滞納が依然として多い状況にあります。的確な初期対応及び着実か

つ効率的な滞納対策等を実施され、収納率の向上を図られるよう期待します。 
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ところで、経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、

この数値が高いほど財政が硬直化していると言えます。本町では、平成２４年度

６９．６％、平成２５年度８７．４％、平成２６年度９３．４％、平成２７年度

１０３．６％と連続して大幅な悪化であります。 

今年度の主な要因については、歳出経費の増加もありますが、法人町民税の大

きな減少に伴う町税収入総額の大きな減少によるものと言えます。財政調整基金

残高においても、２年連続で大幅に減少し、平成２５年度１１億５，０５９万７，

０００円から平成２７年度３億７９３万７，０００円となっております。町税等

の安定が希求されるところでありますが、基調的にはふえつづける経常経費の洗

い直しが、いま一度改めて求められていると考えます。 

特に、義務的経費の扶助費やその他経費の補助費等及び各保険給付に係る繰出

金等が暦年増加傾向にあります。歳入面での着実な増大が見込みづらい状況を勘

案しますと、財政的には依然として厳しい状況が続くと推察されます。引き続き

効率的な運用、並びに行財政改革を図られ、最終的には住民福祉の向上に努めら

れることを期待して、審査の意見といたします。 

２つ目、水道のほうでございますが、平成２７年度竜王町水道事業会計決算の

審査結果について御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

平成２７年度竜王町水道事業会計決算の審査を実施しました。 

審査に当たり、関係諸帳簿との照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、特

に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、一昨年度より改定後の地方公

営企業会計基準に沿い、財務諸表等が作成されており、資産・負債・資本等の各

数値（長期前受金戻入額・減価償却費等）が大きく変動しておりますが、諸経費

の節減を初め、公営企業として効率性や健全な事業経営に努力しているものと見

受けました。 

具体的には、今年度の有収率が９１．５％となり、一段と向上しました。また、

効率性においても、職員１人当たりの有収水量、営業収益等から見て高いものと

言えます。 

主な建設改良事業は、弓削地先基幹管路等布設替工事８，４９０万７，４４０
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円、山中及び西横関地先配水管布設替工事１，４８２万４，０８０円、薬師地先

配水管布設替工事９８９万６４０円等でした。 

以上から、営業収益は２億７，５０８万２，５２３円、前年度比２０４万５，

２８６円の減、営業費用は、３億１，９３７万１，９４９円、前年度比２６１万

９，８３３円の増、営業利益は、マイナス４，４２８万９，４２６円、前年度比

４６６万５，１１９円の減となりました。 

一方、営業外収益は、６，９２０万６９１円、前年度比６６６万６，７４０円

の増、営業外費用は１，３４６万４１６円、前年度比４３万２，５３２円の増、

経常利益は１，１４５万８４９円、前年度比１５６万９，０８９円の増となり、

特別利益を加除した当年度純利益は、１，２０９万１，９６８円、前年度比５３

６万７，７３０円の減となりました。 

ところで、県水の未達水量及び未達料金が漸増基調にあります。原因の把握及

び具体的な対応策が望まれます。さらに可能であれば、いま一度改めて本町の計

画給水人口１万４，２５０人や給水能力１日当たり８，６００立方メートルにつ

いて、１日平均配水量や給水人口の推移及び長期予想等を勘案した検証が行われ

ることを期待します。 

また、上下水道料金等包括業務委託、並びに上下水道施設年間保守点検業務委

託の導入に伴う成果と反省等が具体化しつつあります。業務の効率化、労務環境

の良化に際する一つのツールとして、全庁的に共有及び研究されることを期待し

ます。あわせて、引き続き水道事業の安定確保、健全経営に向けた活動に一段と

取り組まれることを期待して、審査の意見といたします。 

以上でございます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１５ 議第５６号 滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更につき議決を 

            求めることについて 

日程第１６ 議第５７号 竜王町教育委員会委員の任命について 

日程第１７ 議第５８号 竜王町公平委員会委員の選任について 

日程第１８ 議第５９号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１９ 議第６０号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（小森重剛） 続きまして、日程第１５ 議第５６号から日程第１９ 議第

６０号までの５議案について一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 
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西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま、一括上程いただきました議第５６号から議第６０

号までの５議案につきまして、順を追って提案理由を申し上げます。 

まず、議第５６号、滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更につき議決を求

めることについてにつきましては、滋賀県市町村交通災害共済組合が平成３１年

度末をもって解散することに伴い、平成２９年度の加入募集を最後に同組合が行

う交通災害共済事業を廃止するため、地方自治法第２８６条第１項の規定により、

滋賀県市町村交通災害共済組合規約の一部を変更することについて関係地方公共

団体が協議することにつき、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

次に、議第５７号、竜王町教育委員会委員の任命につきましては、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める

ものでございます。 

現在、竜王町教育委員会委員として御尽力いただいております今井安德氏は、

平成２８年９月３０日をもって任期が満了いたしますが、引き続き今井安德氏を

任命いたしたく、提案申し上げるものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

なお、任期につきましては、平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日

までの４年間となります。 

次に、議第５８号、竜王町公平委員会委員の選任につきましては、地方公務員

法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

現在、竜王町公平委員会委員として御尽力いただいております大野 稔氏は、

平成２８年９月３０日をもって任期が満了いたしますが、引き続き大野 稔氏を

選任いたしたく、提案申し上げるものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

なお、任期につきましては、平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日

までの４年間となります。 

次に、議第５９号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、

地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

現在、竜王町固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいております村
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地半治郎氏は、平成２８年９月３０日をもって任期が満了いたしますが、引き続

き村地半治郎氏を選任いたしたく、提案申し上げるものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

なお、任期につきましては、平成２８年１０月１日から平成３１年９月３０日

までの３年間となります。 

次に、議第６０号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、

地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

現在、竜王町固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいております西

村悅男氏は、平成２８年９月３０日をもって任期が満了いたします。 

つきましては、後任として大﨑五男氏を竜王町固定資産評価審査委員会委員と

して選任いたしたく、御提案を申し上げるものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

なお、任期については、平成２８年１０月１日から平成３１年９月３０日まで

の３年間となります。 

以上、議第５６号から議第６０号までの５議案につきまして提案理由を申し上

げましたので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願いを申し上

げ、提案理由といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２０ 報第 １号 平成２７年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書につ 

            いて 

日程第２１ 報第 ２号 平成２７年度竜王町下水道事業特別会計繰越明許費繰越 

            計算書について 

○議長（小森重剛） 続きまして、日程第２０ 報第１号及び日程第２１ 報第２

号の２報告について一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま、上程いただきました報第１号及び報第２号の２報

告につきまして、御報告申し上げます。 

報第１号、平成２７年度竜王町一般会計繰越明許費繰越計算書について及び報

第２号、平成２７年度竜王町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきま
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しては、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により御報告を申し上げるも

のでございます。 

本繰越明許費繰越計算書の内容につきましては、去る３月定例議会において、

地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費と

してお認めをいただきました平成２７年度の繰越明許費に係るものでございます。 

まず、一般会計におきましては、情報系システム開発・管理業務が８１万円、

情報セキュリティ強化対策事業３，００１万１，０００円、地域安全対策事業２

２０万２，０００円、第５次総合計画策定事業５９万９，０００円、篠原駅周辺

都市基盤整備事業３６１万４，０００円、住民基本台帳ネットワークシステム整

備事業３０１万１，０００円、障害者施設整備等事業７２０万円、子ども・子育

て支援事業１２９万６，０００円、農林公園施設管理事業２，３４０万円、道路

橋梁整備事業１，０９０万円、竜王インター周辺地区整備事業８，５５６万円、

企業立地促進事業３０万円、若者交竜事業１，５７０万円、竜王近江牛等特産品

発信事業２，８６０万円を繰り越しさせていただきました。 

ただし、経営体育成支援事業でございますが、こちらは事業採択されませんで

したので繰り越しをいたしませんでした。 

次に、下水道事業特別会計におきましては、特定環境保全公共下水道事業７７

０万円を繰り越しをさせていただきました。これらの事業におきましては、早期

に完了できるよう努めてまいりたいと存じます。 

以上、報第１号及び報第２号の２報告についての御報告といたします。 

○議長（小森重剛） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２０ 報第１号及び日程第２１ 報第２号の２報告について質

疑がありましたら、これを認めることといたします。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、日程第２０ 

報第１号及び日程第２１ 報第２号の２報告について報告を終結いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２２ 報第 ３号 平成２７年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ４号 平成２７年度竜王町資金不足比率について 

○議長（小森重剛） 続きまして、日程第２２ 報第３号及び日程第２３ 報第４

号の２報告について一括議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました報第３号及び報第４号の２報告

につきまして、御報告申し上げます。 

報第３号、平成２７年度竜王町健全化判断比率について及び報第４号、平成２

７年度竜王町資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、御報告申し上げ

るものでございます。 

まず、平成２７年度竜王町健全化判断比率につきましては、それぞれ決算数値

に基づき算出いたしました結果、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきまし

ては、それぞれ赤字額は発生せず、該当なしとなりました。 

実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が２５％に対しまして、１１．

６％となり、将来負担比率につきましては、早期健全化基準が３５０％に対しま

して、７５．４％となるものでございます。 

次に、平成２７年度竜王町資金不足比率につきましては、決算数値に基づき算

出いたしました結果、水道事業、下水道事業とも資金不足が発生せず、資金不足

比率についての該当はなしとなるものでございます。 

以上、報第３号及び報第４号の２報告についての御報告といたします。 

○議長（小森重剛） 続きまして、審査報告をお願いします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、私のほうから審査意見を述べさせていた

だきます。 

まず、平成２７年度竜王町健全化判断比率審査意見でございます。 

１、審査の概要。 

この審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定基礎となる事項

を記載した書類が、適正に作成されているかどうかに主眼を当てて実施しました。 

２、審査の期日。平成２８年８月１８日。 

３、審査の結果。（１）総合意見。審査に付された下記の健全化判断比率及び

その算定基礎となる事実を記載した書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認めました。 

（２）個別意見。①、実質赤字比率について。平成２７年度の実質赤字比率は

マイナス４．６２％であり、早期健全化基準の１５．００％と比較すると、これ
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を下回り、良好な状況にあると認められます。 

②、連結実質赤字比率について。 

平成２７年度の連結実質赤字比率は、マイナス１４．６２％であり、早期健全

化基準の２０．００％と比較すると、これを下回り、良好な状況にあると認めら

れます。 

③、実質公債費比率について。 

平成２７年度の実質公債費比率は、１１．６％であり、早期健全化基準の２５．

０％と比較すると、これを下回り、良好な状況にあると認められます。 

④、将来負担比率について。 

平成２７年度の将来負担比率は、７５．４％であり、早期健全化基準の３５０．

０％と比較すると、これを下回り、良好な状況にあると認められます。 

（３）是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

もう一ついきます。 

平成２７年度竜王町公営企業会計資金不足比率審査意見書。 

１、審査の概要。 

この審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を当てて実施しました。 

２、審査の期日。平成２８年８月１８日。 

３、審査の結果。 

（１）総合意見。審査に付された下記の資金不足比率及びその算定基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

（２）個別意見。水道事業会計、下水道事業会計ともに経営健全化基準の２０．

０％と比較すると、極めて良好な状況にあると認められます。 

（３）是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上でございます。 

○議長（小森重剛） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２２ 報第３号及び日程第２３ 報第４号の２報告について、

質疑がありましたらこれを認めることにいたします。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） ないようでありますので、これで質疑は終結し、日程第２２ 

報第３号及び日程第２３ 報第４号の２報告について報告を終結いたします。 
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この際、申し上げます。ここで午後３時４５分まで暫時休憩いたします。 

休憩 午後３時３５分 

再開 午後３時４５分 

○議長（小森重剛） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２４ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２５ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２６ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

○議長（小森重剛） 日程第２４から日程第２６ 人権擁護委員の候補者推薦につ

き意見を求めることについてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました、人権擁護委員の候補者推薦に

つき意見を求めることについての３件につきまして、提案理由を申し上げます。 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることにつきましては、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、候補者を法務大臣に推薦させていただくこと

について、議会の御意見を求めるものでございます。 

候補者につきましては、今回平成２８年１２月３１日をもって任期が満了いた

します守 快信氏を再度推薦するものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。 

次の、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてにつきまし

ては、先ほど申し上げましたことと同様の理由により、議会の御意見を求めるも

のでございますが、平成２７年１月１日から人権擁護委員の委嘱発令の運用が変

更となり、委嘱発令時期が４月・７月・１０月・１月の年４回から年１回の１月

のみに変更されました。これにより、３月末、６月末、９月末に任期満了となる

委員については、人権擁護委員法第９条ただし書きの規定により、任期満了後も

後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行うことができるため、平成２８年３

月３１日をもって任期満了の櫻井喜代美氏につきましては、平成２８年１２月３

１日まで任期を継続していただいておりますが、同日をもって任期が満了いたし

ますことから再度推薦するものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し
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上げます。 

次の、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてにつきまし

ては、これについても先ほど申し上げましたことと同様の理由により、議会の御

意見を求めるものでございまして、平成２８年６月３０日をもって任期満了の三

嵜住子氏につきましても、人権擁護委員法第９条ただし書きの規定により、平成

２８年１２月３１日まで任期を継続していただいておりますが、同日をもって任

期が満了いたしますことから再度推薦するものでございます。 

（個人情報のため、一部秘匿）御承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。 

以上、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについての３件につ

きまして、提案理由を申し上げましたので、よろしく御審議を賜り、御承認いた

だきますようお願い申し上げ、提案理由といたします。 

○議長（小森重剛） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２４から日程第２６ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を

求めることについて、一括して質疑がありましたら、これを認めることといたし

ます。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省略

いたします。 

日程第２４から日程第２６について、それぞれお諮りいたします。 

日程第２４、人権擁護委員の候補者として守 快信氏を推薦することについて、

適任と認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の候補者とし

て守 快信氏を推薦することについて、適任と認めることに決定されました。 

日程第２５、人権擁護委員の候補者として櫻井喜代美氏を推薦することについ

て、適任と認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の候補者とし

て櫻井喜代美氏を推薦することについて、適任と認めることに決定されました。 

日程第２６、人権擁護委員の候補者として三嵜住子氏を推薦することについて、
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適任と認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の候補者とし

て三嵜住子氏を推薦することについて、適任と認めることに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２７ 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

○議長（小森重剛） 日程第２７、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

を行います。 

現在、竜王町議会選出の滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員が欠員となっ

ていることから、滋賀県後期高齢者医療広域連合規約第８条第３項の規定によっ

て選挙を行うものであります。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行う

ことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長より指名することにいたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名すること

に決定いたしました。 

滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に西田秀治町長を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま、指名いたしました西田秀治町長を滋賀県後期高齢者医療広域連合議

会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

西田秀治町長が滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 

ただいま滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました西田秀治町

長が議場におられますので、本席から会議規則第３３条第２項の規定により、当



- 39 - 

選の告知をいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２８ 議員派遣について 

○議長（小森重剛） 日程第２８ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

竜王町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派

遣することにいたしたいと思います。 

なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを決定いたしたいと思いますが、 

これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小森重剛） 御異議なしと認めます。よって、本件はそのように決定いた

しました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長に報告していただくようお願いい

たします。 

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後３時５６分 


